
 

第２層地域支え合い協議会補助金交付要綱  

（総則）  

第１条  横須賀市生活支援体制整備事業実施要綱第５条第２項第２号に規定す

る日常生活圏域又は日常生活圏域よりも小さな区域を対象とする協議体（以

下「第２層協議体」という。）に対する補助金の交付については、補助金等

交付規則（昭和 47年横須賀市規則第 33号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、この要綱の定めるところによる。  

（定義）  

第２条  本要綱における用語の定義は、介護保険法（平成９年法律第 123号）、

地域支援事業実施要綱（平成 18年６月９日老発第 0609001号厚生労働省通

知）及び横須賀市生活支援体制整備事業実施要綱の例による。  

（補助対象）  

第３条  補助金の交付対象となる費用は、次の各号に掲げる活動に要する費用

とする。  

（１）第２層協議体の運営及び会議開催に係る経費  

（２）第２層協議体の広報活動に係る経費  

（３）地域の介護予防・生活支援のために、第２層協議体が実施する次に掲げ

る活動に係る経費  

ア  地域の課題の発見のために行う活動  

イ  地域資源の発掘、開発のために行う活動  

ウ  地域のニーズと地域資源との結び付けのために行う活動  

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動に係る経費については、原則と

して補助金の対象としない。  

（１）法令及び条例に反する活動  

（２）営利を主たる目的とする活動  

（３）宗教的活動又は政治的活動に係る活動  

（４）本市から別途助成を受けて実施する活動  

（５）社会通念上、公金を支出することが適当でないもの  

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの  

（補助金の額）  

第４条  補助金の額は、予算の範囲内において補助金の対象経費の総額とす

る。  

（実績報告）  

第５条  規則第 10条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。  



 

（１）活動実績がわかる書類  

（２）収支決算書  

（３）補助対象経費に係る支払領収書の写し  

（書類等の整備）  

第６条  補助金の交付を受けた者は、規則第８条に規定する書類及び帳簿等を

当該補助金の対象となる事業の完了した市の会計年度の翌年度から５年間保

存しなければならない。  

（その他の事項）  

第７条  この要綱の施行に関し必要な事項は、民生局福祉こども部長が別に定

める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。  

（旧要綱の廃止）  

２  第２層高齢者生活支援体制整備推進会議交付金交付要綱（平成 28年９月１  

日制定）は、廃止する。  

   附  則  

 この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和３年８月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 


